
［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和6年11月18日

契 約 業 者 名 三展ミネコンサルタント株式会社

契 約 業 者 の 住 所 茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号

業 務 の 名 称 Ｒ６・７宇都宮国道事務所積算技術業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

積算技術　１式

旅費交通費　１式

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 ８１，４１１，０００円（税込）

変 更 金 額 　８，３２２，６００円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 ８９，７３３，６００円（税込）

変 更 理 由
電線共同溝の当初Ｂ、変更Ｂの数量を変更する。

道路修繕の当初Ａ、変更Ａの数量を変更する。

道路修繕の当初Ｂ、変更Ｂ、数量精査を追加し変更する。

橋梁保全工事の当初Ｂ、変更Ｂの数量を変更する。

（第１回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）



［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年3月5日

契 約 業 者 名 三展ミネコンサルタント株式会社

契 約 業 者 の 住 所 茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号

業 務 の 名 称 Ｒ６・７宇都宮国道事務所積算技術業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要

積算技術　１式

旅費交通費　１式

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 　８９，７３３，６００円（税込）

変 更 金 額 　２０，２１３，６００円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 １０９，９４７，２００円（税込）

変 更 理 由
電線共同溝の数量精査の数量を変更する。

道路修繕の変更Ａの数量を変更する。

道路修繕の当初Ｂ、変更Ｂ、数量精査を追加し変更する。

道路維持の数量精査を追加し変更する。

橋梁保全工事の当初Ｂ、変更Ａ、変更Ｂの数量を変更する。

情報共有システム利用料Ｒ６を追加し変更する。

（第２回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）



［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年7月24日

契 約 業 者 名 三展ミネコンサルタント株式会社

契 約 業 者 の 住 所 茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号

業 務 の 名 称 Ｒ６・７宇都宮国道事務所積算技術業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 積算技術　　１式

旅費交通費　１式

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 １０９，９４７，２００円（税込）

変 更 金 額 　　４，２８８，９００円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 １１４，２３６，１００円（税込）

変 更 理 由 実施内容を考慮し数量を変更する。

道路修繕の当初設計Ａの件数を変更（減）する。

道路修繕の当初設計Ｂの件数を変更（増）する。

道路修繕の変更設計Ａの件数を変更（減）する。

道路修繕の変更設計Ｂの件数を変更（増）する。

橋梁保全工事の当初設計Ａの件数を変更（増）する。

（第３回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）



［標準様式例７-２］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年11月28日

契 約 業 者 名 三展ミネコンサルタント株式会社

契 約 業 者 の 住 所 茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号

業 務 の 名 称 Ｒ６・７宇都宮国道事務所積算技術業務

業 務 場 所 宇都宮国道事務所管内

業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント業務

業 務 概 要 積算技術　　１式

旅費交通費　１式

履 行 期 間 （ 自 ） 令和6年4月11日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和8年3月31日

変 更 前 の 契 約 金 額 １１４，２３６，１００円（税込）

変 更 金 額 　　　　６４２，４００円（税込）

変 更 後 の 契 約 金 額 １１４，８７８，５００円（税込）

変 更 理 由 実施内容を考慮し数量を変更する。

道路修繕の当初設計Ａの件数を変更（減）する。

道路修繕の当初設計Ｂの件数を変更（増）する。

道路修繕の変更設計Ａの件数を変更（減）する。

道路修繕の変更設計Ｂの件数を変更（増）する。

電線共同溝の変更設計Ｂの件数を変更（増）する。

電線共同溝の数量精査の件数を変更（減）する。

橋梁保全工事の当初設計Ｂの件数を変更（減）する。

橋梁保全工事の変更設計Ｂの件数を変更（減）する。

現地調査の数量を変更（減）する。

（第４回）契約変更の内容

（変更した内容について
記述する）


